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パブリックコメント募集案件公表書 

【案件名：つくば市国民健康保険計画(案)】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年（2023 年）12 月 

つくば市保健部国民健康保険課 



 

 案件名 つくば市国民健康保険計画(案) 

 募集期間 令和５年（2023 年）12 月８日（金）～令和６年（2024 年）１月９日（火） 

 担当課 保健部国民健康保険課 

 問合せ TEL 029-883-1111 （内線）1420 

 

■ 意見募集の趣旨 

 前期計画の評価と国等が示す方針を踏まえ、被保険者の健康増進、健康寿命の

延伸、保険財政の健全化を図るため、「つくば市国民健康保険計画」を策定しま

す。 

 本計画案について、広く市民等からの意見を求め、その意見についてとりまと

めたうえで本市の考え方を公表するとともに、有益な意見を考慮して最終的な本

計画を策定するために、パブリックコメントを実施します。 

  

■ 資料 

・つくば市国民健康保険計画(案) 

・つくば市国民健康保険計画(案)概要版 

 

 

■ 提出方法 

○ 直接持参   ・保健部国民健康保険課（１階） 

・各窓口センター 

・各地域交流センター 

※施設閉庁日を除く。 

○ 郵便      〒305－8555  

つくば市研究学園一丁目１番地１ 

つくば市保健部国民健康保険課 

○ ファクシミリ  029-868-7537 

○ 電子メール ins010@city.tsukuba.lg.jp 

○ ホームページの電子申請・届出サービス 

※ 意見の提出については、別に定める「パブリックコメント意見提出様式」又

はホームページの電子申請・届出サービスの入力フォームに必要事項を入



力して意見をお寄せください。ただし、意見は様式以外でも提出できます。

必ず計画・条例等の名称並びに氏名及び住所（法人その他の団体は、名称、

代表者氏名及び所在地）を明記の上、提出してください。 

 

■ 提出された意見の取扱い 

・ パブリックコメント手続は、計画等の案の賛否を問うものではなく、内容を

より良いものにするために、意見を募集し、意思決定の参考とするものです。

提出された意見を十分考慮した上で、つくば市国民健康保険計画(案)の最終

決定を行います。 

・ 提出された意見は、集計後から市の考え方を公表するまでの間、原文を公表

します。個人情報等の取扱いには十分注意するとともに、公表に際しては、

個人が識別できるような内容及び個人又は法人等の権利利益を害するおそ

れのある情報など公表することが不適切な情報（つくば市情報公開条例第５

条に規定する不開示情報をいいます。）については、公表しません。 

・ 提出された意見に対する市の考え方は、意見をいただいた方々に個別に回答

するのではなく、類似する意見を集約するなどして、意見の概要とそれに対

する市の考え方を公表します。 

また、案の修正を行った場合は、その修正案を公表します。 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方の公表時期並びに公表場所 

○ 公表時期   令和６年（2024 年）２月頃を予定しています。 

○ 公表場所   市ホームページ、国民健康保険課、 

情報コーナー（庁舎１階）、 

各窓口センター、各地域交流センター 
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国保加入者の推移（男女別）
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内臓脂肪の蓄積
なし → 





（1）
（2）



特定健康診査時に、生
活習慣の見直しが必
要と思われる者 

健診結果から、生活習
慣の改善が必要と思
われる者 

健診結果から血圧、中
性脂肪、LDLコレステ
ロールの項目で医療
機関の受診が必要と
思われる者
HbA1cまたはeGFRま
たは尿蛋白の項目で
医療機関の受診が必
要と思われる者

健診受診の有無に関
わらず、20歳以上の
希望者

特定健康診査受診者のうち、血圧高値者に対して
健診会場にて保健師による個別健康相談を行う。 

健診の結果、生活習慣の改善が必要と思われる者
に対して、必要な保健指導を行う。

講話や運動を組み合わせた健康教室を行う。集団
健診受診者の健診結果に案内を同封し、周知を図
る。

検査高値者の受診勧奨の実施内容に準ずる。

健診の結果、医療機関の受診が必要と思われる者
に対して、受診勧奨通知を送付する。健診受診勧
奨後にレセプトにて受診状況の確認をする。未受
診者に対して電話や訪問にて受診勧奨及び保健
指導を行う。

健　
診　
時

健　
診　
事　
後
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